
堺市ひきこもり地域支援センター
の取組について

２０１９年９月２０日（金）

堺市こころの健康センター

永井 義雄
（精神保健福祉士・社会福祉士）

第１４６回 市町村職員を対象とするセミナー
「市町村におけるひきこもり支援施策について」
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堺市とは？
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人口 ８３０，６９５人
面積 １４９．８２㎢
【平成３１年１月１日現在】



お伝えしたいこと

・社会資源へつなぐハブとしての取組

・関係機関向け研修 取組と効果

・家族支援 取組と効果
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こころの健康センターとは？
平成１８年４月 政令指定都市へ移行（１５番目）

堺市こころの健康センター（堺市北区役所５階へ開設）

「精神保健福祉センター」（精神保健福祉法第６条）

・全国６９ヶ所（47道府県＋３東京都＋20政令市）

・大阪３ヶ所（大阪府、大阪市、堺市）

平成24年4月

健康福祉プラザ3階へ移転
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市民交流センター 生活リハビリテーショ
ンセンター

発達障害者支援
センター

子ども相談所

スポーツセンター 総合相談情報
センター

難病患者支援
センター

障害者更生相談所

視覚・聴覚障害者セン
ター

障害者・就業生活支援
センター

重症心身障害者（児）
支援センター

こころの健康
センター



センターの目標は，地域住民の精神的健康の保持増
進、（中略）広範囲にわたっている。
この目標を達成するためには，保健所及び市町村が

行う精神保健福祉業務（中略）、積極的に技術指導及
び技術援助を行うほか，その他の医療，福祉，労働，
教育，産業等（中略）と緊密に連携を図る（下略）。
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センターの業務内容は、
１ 企画立案
２ 技術指導及び技術援助
３ 教育研修
４ 普及啓発
５ 調査研究、資料の収集、分析及び提供
６ 精神保健福祉相談
７ 組織の育成
８ 精神医療審査会の審査に関する事務
９ 自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳の判定

精神保健福祉センター運営要領（Ｈ２５．４．２６ 改正）



堺市 行政組織
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センターは，精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち，複雑又は困
難なものを行う。

■ひきこもり相談（平成１８年4月～）

■薬物依存相談 （平成20年10月～）
■自死遺族相談 （平成20年10月～）
■性暴力被害者へのカウンセリング（平成29年3月～）
■ギャンブル等依存相談（平成30年４月～）

保健センター
（精神保健）

地域福祉課
（障害・介護）

生活援護課
（生活保護）

社協（生活困窮者
支援）

障害者基幹相談支援
センター

子育て支援課
（児童・子育て）

基幹型地域包括支援
センター

区役所

こころの健康センター

区
域
レ
ベ
ル

市
域
レ
ベ
ル
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精神保健
福祉相談



医師（精神保健指定医） 2名（常勤）
精神保健福祉士・・ １０名（常勤５・非常勤５）
臨床心理技術者・・・ ５名（常勤２・非常勤３）
保健師・・・・・・・ ２名（常勤）
作業療法士・・・・・ １名（非常勤）

事務職・・・・・・・ ３名（常勤１・短期臨時２）

2３名

所長

医長

所次
長

審査調整係長主幹

相談係長

８名

１１名

職員構成
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組織体制

センターの職員及び組織

ひきこもり
担当は、
常勤４名

（他業務兼務のた
め約６０％）

非常勤３名



これまでの経過
平成１８年 ４月 こころの健康センター開設（北区役所５階）【職員１６名】

ひきこもり専門相談、高機能広汎性発達障害専門相談を開始
９月 高機能広汎性発達障害家族教室を開始

１０月 ひきこもり専門グループワークを開始

平成１９年 ６月 高機能広汎性発達障害専門グループワークを開始
７月 高機能広汎性発達障害家族教室を開始
＊発達障害者支援センター開設に伴い、３月末にて
高機能広汎性発達障害専門相談、グループワーク、家族教室を終了

１０月 ひきこもり家族教室を開始

平成２３年 １月 子ども青少年部局が堺市ユースサポートセンター（子ども・若者総合相談センター）を開設し、
ひきこもり地域支援センター（児童期）を担う

平成２３年 ５月 こころの健康センターに、ひきこもり地域支援センター（成人期）を開設

ひきこもり相談専用電話の設置
１２月 第１回 ひきこもり市民講演会の開催

平成２４年 ４月 健康福祉プラザへ移転

平成２５年 １１月 ひきこもりサポーター養成講座（堺市ユース・ピアサポーター養成講座）の開催
１月 ひきこもりサポーター派遣事業の開始（ユース・ピアサポーター活動の開始）
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堺市ひきこもり地域支援センター
（平成23年1月・5月～）

ひきこもり相談窓口は、2ヶ所

0歳～39歳まで・・・・・ ユースサポートセンター（委託事業）

15歳（中学卒業）以上・・・こころの健康センター（市直営）

＊15歳（中学卒業）から39歳までは、どちらでも対応可能。
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ユースサポートセンター

ひきこもり、ニート、不登校、
非行などの困難を有する39
歳までの子ども、若者、その
ご家族・関係者を対象とした
総合相談窓口

ひきこもり地域支援センター
（児童期）と、地域若者サ
ポートステーションとしての
機能も併設

相談内容に応じて、適切な
支援機関の紹介、助言や情
報の提供

こころの健康センター

精神保健福祉士、心理士、
保健師が相談対応

１５歳以上（中学卒業）の
方を対象

精神科医師の意見を受け、
適切な支援をご家族・ご
本人とともに考え支援

とくに精神保健の問題の
見極めを大切にしている

ひきこもり地域支援センター
それぞれの特徴
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調査時期 年齢
該当者
（推計）

出現率
堺市

（推計値）

2010（平成22）年
2月 満15～

満39歳

69.6万人 1.79％
3,400人

2015（平成27）年
12月 54.1万人 1.57％

2018（平成30）年
12月

満40～
64歳

61.3万人 1.45％ 4,000人

「生活状況に関する調査報告書」概要
標本数：5,000人（層化二段無作為抽出法）
調査方法：調査員による訪問留置・訪問回収

ひきこもりに関する実態調査
（内閣府）
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堺市人口83万
15～39歳 21.6万人
40～64歳 27.8万人



大阪府、大阪市、堺市、各市町村の民生委員児童委員

の協力のもと、実態を調査

・調査対象：15歳以上

・調査時期：平成29年5月

・対象者数：９，６８４人（うち堺市 ９７４人）

・調査方法：民生委員及び主任児童委員が把握する

ひきこもりに該当する人の状況（質問方式）

・質問内容：①性別、②年齢層、③家族構成、④ひきこもりの

状況、⑤ひきこもりの期間、⑥ひきこもりなどに

至った経緯、⑦支援の状況、⑧必要な支援策

ひきこもりに関するアンケート調査
（大阪府・大阪市・堺市）
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■ひきこもり 「把握していない」が、8割強

■把握している状況

・男7：女3

・40代が多い

・両親又は父・母のいずれかと同居（8割）

・ひきこもっているが、買い物程度には外に出る（7割）

・ひきこもり期間は 10以上20年未満（3割）

・ひきこもりに至った経過は、不明又は不登校（5割）

・どのような支援を受けているか、不明（４割）

ひきこもりに関するアンケート調査結果
【堺市概要】
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■ひきこもりへの支援策として必要と思われること（複数回答）

内容 民委 児委

専門的な医療支援・カウンセリング等の充実 １ ２

支援・相談窓口の周知・ＰＲ ２ ３

家族支援 ３ １

総合相談窓口の充実 ４ ５

訪問型支援 ５ ７

居場所 ６ ４

学校・スクールソーシャルワーカーとの連携 ７ ５
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ひきこもり支援 全体像

直接的
支援

間接的
支援

本人支援

家族支援

集団支援

個別
支援

社会参加支援

地域とのネットワーク

窓口の周知

普及啓発
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家族の相談

本人の相談

グループワーク
家族教室
家族交流会

社会参加
就労支援

（職業訓練・ボラ
ンティアなど）

集団支援
（グループワーク）

CRAFT
（家族心理教育）

就労など機関へ紹介
居場所づくり

ピアサポーター活動個別相談
（電話・来所・訪問による

ケースワーク） 個別相談を継続しつつ各種プログラムを提供

CRAFT（コミュニティ強化と家族訓練：Community Reinforcement and Family Training）

地域とのネット
ワーク

普及啓発

相談窓口の
周知

ひきこもり支援イメージ
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対象年齢は、15歳以上（ただ中
学生は除く）、上限なし。

初回面談後、精神科医を含む

所内会議で処遇を検討

既存の社会資源を利用できる事
例は他機関を利用、連携

親担当と本人担当を分けて対応

直接的支援「個別支援」

相談受理から支援開始まで

個別継続相談を基本とした支援
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インテークシート（１）
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インテークシート（２）
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1. ひきこもっている当事者とその周囲の状況の全体像の把握

長期的な関与を続けながら情報を蓄積する必要がある

2. 適切な支援を計画するために精神症状の有無についての判断

ひきこもりの3つの分類

第１群

統合失調症、気分障害、不安障害などを主診断とするひきこもりで、薬物療法
などの生物学的治療が不可欠ないしはその有効性が期待されるもので、精神
療法的アプローチや福祉的な生活・就労支援などの心理－社会的支援も同時
に実施される。

第２群

広汎性発達障害や知的障害などの発達障害を主診断とするひきこもりで、発
達特性に応じた精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となるもので、
薬物療法は発達障害自体を対象とする場合と、二次障害を対象として行われ
る場合がある。

第３群
パーソナリティ障害（ないしその傾向）や身体表現性障害、同一性の問題など
を主診断とするひきこもりで、精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心
となるもので、薬物療法は付加的に行われる場合がある。

直接的支援「個別支援」

症状や障害の見たて

20
Ｈ１９ ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン



ひきこもり相談件数の推移
（15歳中学卒～）
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相談件数 支援別内訳

相談延べ件数実績

合計 電話
来所
相談

家庭
訪問

所外
面接

手紙 メール

平成30
年度 5,229 1,539 2,782 220 172 42 474

平成29
年度 5,212 1,594 2,699 174 162 57 526

平成28
年度 4,978 1,637 2,594 145 136 53 413

相談実人数

平成30年度 491

平成29年度 379
平成28年度 345
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ひきこもり相談専用電話 072-241-0880

平日午前10時～12時（年末年始、祝日を除く）

・１０名の職員でシフト交代対応

・毎日平均２件/半日程度

・新規相談で、家族からの相談が多い

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30
ひきこもり相談電話 44 79 90 89 55 48 49 98

0

20

40

60

80

100

120 ひきこもり相談電話
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堺市 日本一位
相談延べ件数（6,613件）

（ユースサポートセンター含む）

自治体 電話 メール 来所 訪問 合計

堺市 2,178 462 3,503 470 6,613 24



① 家族支援

② 本人支援

③ 集団支援

④ 社会参加支援

最も力を入れるところは ① 家族支援

理由：

・ひきこもり本人のほとんどが、当初は相談や支援を受け入

れることを拒むため。

・疲れ切った家族をねぎらい、家族が元気になることが、

本人の支援につながるため。

相談・支援のポイント

家族の相談

本人の相談

本人のGW
等集団支援
の利用

学校、ボラン
ティア、職業体
験、就職など

①

②

③
④
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第1段階 直接的支援「個別支援」

家族の相談
最初に来所した人 （平成３０年度）

家族のみ 79.2％

本人のみ 16.7％

本人/家族 4.2％

年度末の相談者内訳 （平成３０年度）

本人/家族 43.6%

家族のみ 33.8%

本人のみ 21.3%
その他 1.4%

家族の相談

本人の相談

本人のGW
等集団支援
の利用

学校、ボラン
ティア、職業体
験、就職など

家
族
支
援
を
重
ね
る
と
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家族の相談

パターン１
（過干渉）

パターン２
（自責・他責）

わかっ
てもらい
えない

焦り
不安

叱咤
激励

・
外出
刺激

ひき
こもり

私のせい
（自罰）

お前のせい
（他罰）

放っておくのが
一番良い

子どもを傷つける
のが怖い

傷つきやすさ
問題をさける

『ひきこもり問題の理解促進と支援力向上のための研修会(2019.5.29)』 より引用
ひきこもりへの理解と対応～家族を通じて本人に社会参加を促す支援～ 船越明子（神戸市看護大学）

本人 本人 本人

家族 家族 家族

パターン３
（回避）
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はじめての面談で大切にしていること
・家族がこれまで頑張ってきたことを評価

・家族が支援者にどのような支援を期待しているか

・緊急時の対応

・家族から相談していることの本人への伝え方・タイミング

・とりあえずの目標（スモールステップ）

ex.仕事・学校 → 挨拶・一緒に食事

・今後の見通し

・家族が役立つ情報提供（講演会・家族会・交流会）

・ねぎらいと「来てよかった」と思ってもらう

・相談継続への工夫、 動機づけ

・これまでの経験から、家族が「本人が安心してひきこもってい
られる関係を保証できるようになると回復に向かいやすい」
ということを伝える。 28



相談時のひきこもり期間 （平成３０年度）

１年未満 18.8%

１～３年未満 25.0%

３～１０年未満 25.0%

１０年以上 27.1%

家族の相談

本人の相談

本人のGW
等集団支援
の利用

学校、ボラン
ティア、職業体
験、就職など 第2段階 直接的支援「個別支援」

本人の相談
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◆本人の相談受理時の年齢と平均年齢
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ｰ39歳 40歳ｰ 受理時平均年齢
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本人 性別比
男性 ８ ： 女性 ２

本人 年齢

平成30年度 令和元年度 差

１０代 １５．８％ １０．４％ ▲５．４

２０代 ３６．７％ ３１．３％ ▲５．４

３０代 ２３．３％ ２５．０％ １．７

４０代以上 １７．１％ ２９．２％ １２．１

不明 ７．１％ ４．１％ ▲３．１
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集団支援

内容
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

開催回数 延参加人数 開催回数 延参加人数 開催回数 延参加人数

本人への
グループワーク

１５７回 ８３０人 １３４人 ９８６人 １５０人 ８３５人

家族教室 ７回 ６７人 １４回 １３０人 １７回 １５８人

家族交流会 ８回 ６９人 ７回 ７７人 ６回 ５０人

家族の相談

本人の相談

本人のGW
等集団支援
の利用

学校、ボラン
ティア、職業体
験、就職など

第3段階 直接的支援

集団支援
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第3段階 集団支援「本人向けへのグループワーク」

プログラム内容

スポーツ
活動

サーキット
トレーニング

体験
ボランティア

学びの
講座

企画会議
サポーター企画

のGW

女性限定の
GW

コミュニケーション
スキル

クラフト 散策・見学園芸
野菜づくり

居場所 調理

ピアサポーター養成
（31名）

令和元年度より、
運動療法士による
生活習慣病予防

プログラム
33



堺市ユース・ピアサポーター養成派遣事業
グループワークでの活躍（H25年度～）

質・量ともに充実 （豊かな内容で、サポーターが当事者目線でを考えたグループ
ワークの実施）

ピアサポート効果 （当事者のモデルになる。サポーター自身がより元気になる）

サポーター同士の交流が生まれ、自主活動に取り組む姿が見られる

• ひきこもり相談の利用を経て、社会
参加を目指しているが就労等に至っ
ていない層

（就職活動やボランティア活動等をして
いる）

元ひきこもり者を対象に
養成講座を実施

養成講座の実施
（ユース・ピアサポーター養成講座）

ピアサポーターによる
企画ミーティング

ピアサポーターによる
グループワークの開催

登
録

• サポーターがグループワークを運営しひき
こもり相談利用者が参加する

• ピアサポート（仲間による支援）の効果に
より、ひきこもり者の社会参加を促進

• サポーターは、ボランティア体験を経て、
就労等の社会参加へ

• サポーターが集まり、ひきこもり者を
対象としたグループワークを企画

• ひきこもり体験のある当事者の視点
を生かした企画を作る

ひきこもり支援とは？／ピアサポーターと
は？／セルフケアについて／グループ
ワークの手法 など

効果

34



ＳＳＧ「サカイ式すべらない
グループワーク」のしくみ

・回数や対象は
それぞれに定める
・全て期間限定的
（その場限り）

ひきこもり相談
利用者全体

目的A

目的B

目的C

＜Bプログラム＞

＜Cプログラム＞

＜Aプログラム＞①対象者のニーズをイメージ

②ニーズに沿った企画を立てる

③プログラムに合いそうな対象者に周知

テーラーメイドのイベントの集合体として実施

常設のグループワークは実施していない 35



「厚生労働省ホームページ」

「サカイ式すべらないグループワーク」
「精神科治療学」 ３２巻４号、２０１７
日本公衆衛生雑誌 第６４巻、２０１７

「橋渡しグループワーク」
公衆衛生情報 ２０１８．１０

「個別相談から集団支援へ繋げる方法」
「臨床精神医学」 第４５巻９号、２０１６

ＳＳＧ「サカイ式すべらないグループワーク」
色んなところで報告しています。

36
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第3段階 直接的支援「集団支援」

家族教室・家族交流会
家族の相談

本人の相談

本人のGW
等集団支援
の利用

学校、ボラン
ティア、職業体
験、就職など

家
族
交
流
会

（分
か
ち
合
い
）

家
族
教
室

医療講座

基礎知識
（ファーストヒント）

コミュニケーション
（ヒント）

アンガーマメジメント

暴力からの退避
生活の知恵

体験談

37

ファイナンシャル
プラン



こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

（ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）

職業
訓練

ハローワーク

障害者就業・生活支援センター

生活・仕事応援センター
（すてっぷ・堺）

職業能力判定大阪障害者職業センター

若者サポートステーション

さかいＪＯＢステーション

ジョブシップさかい

障害者基幹相談支援センター

発達障害者支援センター

労働

子ども

生活
困窮

障害

職場
体験

中間
就労

就労移行
就労継続

Ａ・Ｂ

社会適
応訓練

一般就労
（障害者雇
用含む）

職場
定着
支援

相談支援 就労支援

失業
対策

38

第4段階 直接的支援

社会参加支援



本人向けプログラム（グループワーク）の効果
グループワーク利用者の主な転帰の割合 N=62

就労 47%

就学、就労準備、

ボランティア 24%

デイケア・居場所
2%

社会参加なし
27%

複数の社会参加項目に該当した者は
ひきこもり者にとってより困難と考えら
れるもの（就労＞就学・就労準備・ボラ
ンティア＞デイケア・居場所）に分類

※ H24.4～H27.3（3年間）の利用者における
H27.12までの転帰分析より

「社会参加あり」72.6％（45名）
就労は46.8％（29名）

「社会参加なし」27.4％（17名）

39



第4段階 直接的支援

就労以外の社会参加

ボランティア

ピアサポーター

自助組織運営
（OBOG会）

健康維持 家族介護

職業訓練
求職活動

40



間接的支援

①相談窓口の周知
■広報誌（毎月）

ひきこもり相談専用電話 072-241-0880
平日午前10時～12時（年末年始、祝日を除く）

■ホームページ
http://www.city.sakai.lg.jp/
kenko/kenko/hokencenter/kenkocenter/index.html

■ＱＲコードを各種パンフに

41



市ホームページ・リーフレット

42



間接的支援

②地域とのネットワーク

■ 堺市子ども・若者地域支援連絡協議会
相談機関、就労機関、教育関係参加する協議会
実務者会議（6） 代表者会議（1）

■ ケースを通じて、関係機関との連携
地域包括支援センター
堺地域若者サポートステーション「サポステ」
堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」
堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」

平成30年度 11回（技術支援）
43



間接的支援

③普及啓発

まちづくり出前講座
平成29年度 2回 48名
平成30年度 1回 51名 44



2019年7月13日（土）
ひきこもり支援講演会

講師：境 泉洋

（宮崎大学教育学部教授）

参加者：260名弱

45



研修の依頼
Ｑ１ 高齢者のホームヘルパーより
「ヘルパーが自宅へ入るのを、同居している子（息子）が拒否をするので、介護

に入れない。子は買い物にも行かないので、食事がとれていない。」

→ケアマネージャーへ相談→地域包括支援センターへ相談→こころの健康セン
ターへ相談

Ｑ２ 民生委員より
「いろんな事件から、地域の住民より相談をよく聞くが、専門家で

もないのでどう対応したらいいかわかない。会いに行った方がいいの
か、どう声をかけたらいいのか」

→社会福祉協議会へ相談→こころの健康センターへ相談

Ａ１
・7区のうち、3区でケアマネ向け研修
・どう声をかけたらいいか
・ひきこもりの理解
・ケースカンファレンスに応じます

Ａ２
・実態調査の結果を踏まえて、研修会
・無理な関わりをせず、見守り
・相談窓口の促し
・ひきこもりの理解 46



支援者向け研修
質問・感想

○ 本人が邪魔。関わる時間もない。理解ができない。暴力などをふ
るうのでいない方がいいのに・・・・・・ （ケアマネ）

○ どうすれば一緒に訪問してくれますか？ （地域包括支援センター）

○ 父と本人（娘）が大ゲンカで警察沙汰。母は裸足で逃げる。母だ
けに関わりがある。どうかかわったらいいか。 （民生委員）

○ 家族に力が無い場合、または非協力的な時は、どうすれば？
（生活保護ＣＷ）

○ ひきこもりかけた方を長期にならないようにするのはどう声をかけ
たらいい？ （相談支援機関）

47



支援者に伝えるポイント

・自身の常識を見直す。

（安心してひきこもれる環境をつくる）

・本人も家族もお互いに、相当悩み苦しみ、もがいて
きた事実を想像する。

決して好きでひきこもっているのではなく、誰かに
助けや関わりを求めている。

・対話する関係を続ける。対話は、説得でない、議論
でない、相手を変えることではない、何かを決める
ことではない、結論をだすことではない

48



ひきこもりの状態のある方やその家族は、

それぞれ異なる経緯や事情を抱えています。

生きづらさと孤立の中で日々葛藤しているこ
とに思いを寄せながら、時間をかけて寄り添う
支援が必要です。

令和元年6月26日

厚生労働大臣 根本 匠

ひきこもりの状態にある方やそのご家族への支援に向けて

49



問題の直面化のみでは解決しない
多問題ケースとは複数の家族がそれぞれ、貧困や引きこもり、虐待、介護など複

数の問題を抱えていて、それが家族間で複合し、アルコールや薬物、買い物、ギャン
ブル依存症、家族機能の不全（虐待、ネグレクト）、生活問題の重層性（地域社会か
らの差別、偏見、不平等）などの、さらなる問題を引き起こして悪循環になってしまっ
ているケースです。

周囲から理解されず生活環境が悪化した当事者は、自己否定感や対人不信ある
いは人格の歪み、精神障害の発生などを引き起こし、自殺や、近年起きている社会
を恨んだ凶悪な事件につながってしまっています。

このような多問題ケースに対して、ソーシャルワーカーとしてどのように支援をして
いけばよいのでしょうか。

これまでは専門治療機関において、治療するためには当事者が厳しい現実を直
視しなければならない「直面化」という考えのもとで支援が行われていました。

しかし、当事者の危機意識の自覚を待っていると本人の自殺や家族への暴力の
悪化、家族の心的外傷の悪化など二次的問題が発生し、さらに追い込んでしまった
りする恐れもありました。

そこで現在は、専門家が緊急時の介入を準備しながらも、当事者の健康の回復と
困難の克服を目指すべく、問題解決に向けた意識と意欲を喚起するような働きかけ
をしていく方法（動機付けインタビュー（面接法））がとられています。

東洋大学 吉浦 輪教授ライフデザイン学部 生活支援学科 生活支援学専攻
50



◎長期間、本人・家族がひきこもり問題を抱えてき
た過去の経緯に、敬意を表すること
それまでの苦労をねぎらう

◎解決に年単位を要することを理解してもらうこと
一緒に考える、対応する、複数の専門職で支援

◎本人にとって、相談機関が安心した場であること
親と子の担当を分ける、信頼関係の構築

支援のまとめ

私たちが大切にしていること

51



しんどくならな
いように

一人一人が違うの
で、本人に合わせ

て支援

感情を出して、
すっきりできる

ように

小さなことか
ら自信が回
復してくれた

ら

アセスメントを大切
にして役立つことを

一緒に考える

少しでも世界
を広げてもら

いたい 当事者、家族の
ために時間を
使って関わる

常識に照らさな
いようにする

主役は誰かを問い
続けて支援

これまでの苦
労をねぎらい、

尊重する

ひきこもり支援で大切にしていること
～支援スタッフより～

支援者の価値
判断を外して

関わる
52



ひきこもり支援の課題

1. 相談者数の増加 8050問題を抱えた相談、健康問題、長期化

➡ 入口支援、地域の誰もが対応できように

2. 居場所など次へつなげるところがない グループワークの限界

➡ 出口支援 遠方地域でも活動場所を確保

3. 高齢者支援機関からの相談の増加「対応がわからない」「高齢者虐待がある」

➡ 対応方法 研修やケースカンファレンスの実施

4. 長期化、高齢化によって、「支援の諸段階（4つのステップ）」
にあてはまらない

長期の家族のみ相談（本人が登場しない）、長期の個別面談（集団につながらない）

就労ステップにはとどかない、対人能力や社会性が少ない、強迫症状など疾患の課題、

気持ちが追いつかず回避する

➡目標設定を見直し、本人・家族が受け入れる

➡あらた支援方法を考えなおす

ピアサポー
ター活動
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あの事件後・・・
■研修講師の依頼（地域包括支援センター等高齢者支援

機関、民生委員児童委員などから）
■他都市からの問合せ、視察依頼
■厚生労働省担当課より、今後の対策について意見交換
■新聞各社からの独自取材

本市のひきこもり支援は先駆的として注目あびるが・・・

実際の相談では・・・
「外出できなくなった」（本人から）
「すぐに何とかしてほしい」（遠い親族から）
「通学路が危険。何とかならないか」（匿名）
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これからの支援

多様な支援目標
・支援の最終目標

・支援方法

55

就労 安心した暮らし
社会復帰 心身の健康保持

来所相談 訪問相談
集団活動 様々なニーズ・

支援をコーディネート

若者 中高年



ＳＳＧに「健康保持」を加えて
目的：長期のひきこもり、中高年となっての体力・筋力の低下、肥満傾向が多い。

↓

方法：運動プログラム

体力測定による健康意識

＊今年度、運動療法士を予算確保

↓

効果：健康意識が高まる

仲間同志の交流が深まる

自信の回復

スタッフも意識向上

第５８回近畿公衆衛生学会 報告
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これからの支援

孤立させない関わり

・相談窓口の存在を知ってもらう （周知）

・「いざという時、SOSしていいよ」 （危機介入）

＊平常時からの関わりが重要

・最初に発見した方への支援 （研修・啓発・
ケースカンファレンスなどの技術支援）
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ひきこもりの状態にある方やそのご家族への支援に向けて

誰にとっても、 安心 して過ごせる 場所 や 、自ら
の役割を感じられる機会 があること が 、 生きてい
く ため の 基盤にな ります。

ひきこもりの状態にある方やそのご家族にとって
も 、そうした場所 や機会 を得て、 積み重ねること
が 、社会との つながり を回復する 道 になりま
す 。

令和元年６月２６ 日
厚生労働大臣 根本 匠58



私の想い

・より専門チームを強化！

・市レベルでは限界→区レベル→小学校区レベル

正しい理解（問題を直面化しても意味がない）を
持った支援者を増やす。

・ひきこもりに至った背景は本当にさまざま。

「社会問題」とひとくくりにするのは・・・・。
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まとめ

・社会資源へつなぐハブとしての取組

→ 個別の相談を通じて
関係機関へ理解を広める

・関係機関向け研修 取組と効果

→ マニュアルもない、万能な所はない、
理解はまさにこれから

・家族支援 取組と効果

→ 関わり続ければ、回復に繋がる
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